
○苅田町介護保険サービス利用者負担額助成交付事業実施要綱 

平成14年9月27日 

告示第41号 

改正 平成17年9月30日告示第53号 

平成18年3月24日告示第30号 

平成27年12月25日告示第113号 

令和4年6月28日告示第5号 

(目的) 

第1条 この告示は，介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」とい

う。)に基づく介護保険サービスを利用する低所得者に対し，その利用

者負担額の一部を助成することにより，介護保険サービスの利用促進

を図り，もって保健福祉の向上に資することを目的とする。 

(助成対象サービス費) 

第2条 助成対象となる介護保険サービス費(以下「助成対象サービス費」

という。)は，次に掲げるとおりとする。 

(1) 法第41条に規定する居宅介護サービス費(特定施設入居者生活介

護を除く。) 

(2) 法第42条に規定する特例居宅介護サービス費(特定施設入居者生

活介護を除く。) 

(3) 法第42条の2に規定する地域密着型介護サービス費(地域密着型

特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護を除く。) 

(4) 法第42条の3に規定する特例地域密着型介護サービス費(地域密

着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護を除く。) 

(5) 法第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費 

(6) 法第45条に規定する居宅介護住宅改修費 

(7) 法第53条に規定する介護予防サービス費(特定施設入居者生活介

護を除く。) 

(8) 法第54条に規定する特例介護予防サービス費(特定施設入居者生

活介護を除く。) 



(9) 法第54条の2に規定する地域密着型介護予防サービス費 

(10) 法第54条の3に規定する特例地域密着型介護予防サービス費 

(11) 法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費 

(12) 法第57条に規定する介護予防住宅改修費 

(13) 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(介護保

険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第

140条の63の6第1項第1号イに規定する旧介護予防訪問介護に相当す

るサービス又は同項第2号に規定する緩和した基準として町長が別

に定める基準に基づく訪問サービスに限る。)又は法第115条の45第1

項第1号ロに規定する第1号通所事業(省令第140条の63の6第1項第1

号イに規定する旧介護予防通所介護に相当するサービス又は同項第

2号に規定する緩和した基準として町長が別に定める基準に基づく

通所サービスに限る。) 

(助成対象者) 

第3条 助成金の交付対象者(以下「助成対象者」という。)は，本町の介

護保険において，現に要介護認定又は要支援認定を受けている者及び

介護予防・日常生活支援総合事業の対象者(以下「要介護者等」という。)

のうち，次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1) 世帯全員の現年度(申請日の属する月が4月又は5月の場合にあっ

ては前年度)町民税が非課税であること。 

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けていな

いこと。 

(3) 世帯の年間収入が120万円(1人増す毎に40万円加算)以下である

こと。 

(4) 町民税を課されている者に扶養されていないこと。 

(5) 町民税を課されている者と生計を一にしていないこと。 

(6) 活用できる資産を有しないこと。 

(7) 納期が到来した介護保険料又は国民健康保険に加入の第2号被保

険者にあっては，国民健康保険税を完納していること。 

(助成金の額) 

第4条 助成金の額は，第6条の規定により助成対象の決定を受けた者が，



当該月に利用した助成対象サービス費の利用者負担額(以下「利用者負

担額」という。)から次の各号に掲げる額を控除して得た額に100分の

70を乗じて得た額とする。ただし，助成金の額に1円未満の端数を生じ

たときは，これを切り捨てる。 

(1) 法第51条に規定する高額介護サービス費及び法第61条に規定す

る高額介護予防サービス費として支給される額に相当する額 

(2) 法施行時の訪問介護利用者に対する利用者負担額軽減措置事業

実施要綱及び障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置

事業実施要綱(平成12年老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)

に基づく減免措置の対象となった利用者負担額 

(3) 社会福祉法人による利用者負担軽減助成に関する規程(平成12年

苅田町告示第58号)に基づく軽減措置の対象となった利用者負担額 

(助成対象者の確認手続) 

第5条 助成金を受けようとする者は，介護保険サービス利用者負担額助

成対象確認申請書(様式第1号)に，当該申請に必要な書類を添えて申請

しなければならない。 

(助成対象の決定) 

第6条 町長は，前条の申請書を審査し，助成対象とすることの可否につ

いて決定したときは，介護保険サービス利用者負担額助成対象可否決

定通知書(様式第2号)により，速やかに申請者に通知するものとする。 

(交付対象期間) 

第7条 助成対象の決定を受けた者に係る助成金の交付対象期間は，申請

日の属する月の初日(交付対象期間中に第5条の規定による申請を行っ

た者については，当該交付対象期間満了月の翌月の初日)から翌年度

(申請日の属する月が4月又は5月で，かつ，交付対象期間中でない場合

は，当該年度)の5月末日までとし，当該期間内に利用した介護保険サ

ービスに係る利用者負担額について助成の対象とする。 

(助成金の交付申請) 

第8条 助成対象の決定を受けた者が，助成金の交付を受けようとすると

きは，介護保険サービス利用者負担額助成金交付申請書(様式第3号)

に利用者負担金を支払ったことを証する書類を添付して，町長に提出



しなければならない。 

(助成金の交付) 

第9条 町長は，前条の申請書を審査し，助成金の交付の可否を決定した

ときは，介護保険サービス利用者負担額助成金交付可否決定通知書(様

式第4号)により申請者に通知するものとする。 

2 町長は，前項の通知をした後，1月以内に助成金を交付するものとす

る。 

(届出) 

第10条 助成対象の決定及び助成金の交付決定(以下「助成の決定」とい

う。)を受けた者は，申請事項に変更を生じたときは，介護保険サービ

ス利用者負担額助成金交付変更届(様式第5号)により，速やかに町長に

届け出なければならない。 

2 助成の決定を受けた者が死亡したときは，その相続人はその旨を速や

かに町長に届け出なければならない。 

(助成決定の取消し等) 

第11条 町長は，虚偽その他不正な行為により，助成の決定を受けた者

があるときは，助成の決定を取り消し，又は既に交付した助成金の全

部又は一部を返還させることができる。 

(委任) 

第12条 この告示に定めるもののほか，必要な事項は町長が別に定める。 

附 則 

この告示は，平成14年10月1日から施行する。 

附 則(平成17年9月30日告示第53号) 

この告示は，公布の日から施行し，平成17年6月29日から適用する。 

附 則(平成18年3月24日告示第30号) 

この告示は，平成18年4月1日から施行する。 

附 則(平成27年12月25日告示第113号) 

この告示は，平成28年1月1日から施行する。 

附 則(令和4年6月28日告示第5号) 

この告示は，公布の日から施行し，令和4年4月1日から適用する。 



 



 



 



 



 



様式第1号(第5条関係) 

様式第2号(第6条関係) 

様式第3号(第8条関係) 

様式第4号(第9条関係) 

様式第5号(第10条関係) 

 


